
 

平成２７年３月１０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県教育ビジョン 

（仮称） 

【骨格案】 

 

 
 

 

 

 

 

  

平成２７年３月 

三重県教育委員会 

 

別添資料１ 



目 次 

 

はじめに .............................................. 1 

１  策定の趣旨 ........................................... 1 

２ 計画の位置づけと対象範囲 ............................. 1 

３ 計画の期間 ........................................... 1 

４ 計画の構成 ........................................... 1 

第１章 総論 .......................................... 3 

１ 教育を取り巻く社会情勢の変化 ......................... 3 

２ 三重の教育宣言 ...................................... 11 

第２章 重点取組方針 ................................. 12 

１ 重点取組方針の考え方 ................................ 12 

２ 計画期間中に特に注力する課題 ........................ 12 

第３章 基本施策 ..................................... 14 

第４章 施策 ......................................... 16 

第５章 ビジョンの実現に向けて ....................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

はじめに 

１ 策定の趣旨 

今、教育を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。人口減少社会、少子

高齢社会がますます進展し、子どもたちの数が今後も減少していく見込みです。

また、グローバル化やネット社会の進展、スマートフォンの普及が、子どもた

ちにとって身近になってきているほか、産業構造や雇用環境なども見過ごすこ

とのできない社会の変化となっています。加えて、学力格差と貧困の連鎖、子

どもたちの安全確保への対応などの諸課題もクローズアップされています。 

このように教育を取り巻く社会情勢が変化していることから、これまで培っ

てきた三重の教育を大切にしながら（不易）、新たな課題に対して果敢に取り

組んでいくこと（流行）が求められています。 

三重県では、中長期的な視点から本県教育の目指すべき姿とその実現に向け

た施策の方向性を示す指針である「三重県教育ビジョン」（計画期間：平成 23

年度から平成 27 年度）に基づき、教育にかかる施策を展開してきたところで

す。これまでの三重の教育を継続して一層推進するとともに、新たな課題に対

応するための指針として、新しい教育のビジョンを策定し、取り組んでいきま

す。 

 

２ 計画の位置づけと対象範囲 

この教育ビジョンを、教育基本法第 17 条第２項に基づいて策定する、三重

県の「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」として位置づけます。 

計画の対象範囲は、学校教育を中心とした施策（公立学校教育、学校スポー

ツ、社会教育等）に関することとし、保護者、市町、民間事業者、ＮＰＯ、団

体など、多様な主体と連携して推進する分野（例：家庭・地域の教育力向上）

も含めます。 

 

３ 計画の期間   

10年先を見据えた４年間（平成 28年度から平成 31年度まで）とします。 

 

４ 計画の構成   

教育ビジョンでは、第１章の「総論」において、教育を取り巻く社会情勢の

変化を整理するとともに、本教育ビジョンの基本理念である「三重の教育宣言」

をうたっています。 

第２章では、「重点取組方針」として、計画期間中に特に注力する取組を位
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置づけています。 

第３章及び第４章では、「基本施策」及び「施策」を体系化して示していま

す。 

第５章では、教育ビジョンを着実に推進するための進行管理の方法について

示しています。 

 

 

 

三重県教育ビジョン（仮称）の主な構成 

 

 

 

「三重の教育宣言」を実現するため、５つの重点取組方針と、６つの基本施策

（29 施策）を展開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重の教育宣言 

基本施策 

基本施策１ 確かな学力と社会への参画力の育成（７施策） 

基本施策２ 豊かな心の育成（５施策） 

基本施策３ 健やかな体の育成（３施策） 

基本施策４ 安全で安心な教育環境づくり（６施策） 

基本施策５ 信頼される学校づくり（５施策） 

基本施策６ 多様な主体による教育の推進と文化財の保護（３施策） 

重点取組方針 

（１）学力の向上 
（２）体力の向上と学校スポーツの推進 
（３）グローカル人材の育成 
（４）特別支援教育の推進 
（５）誰もが安心できる学び場づくり 

特に注力する取組 
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２ 三重の教育宣言 

（県民総参加の教育へ向けて） 

 教育を取り巻く社会情勢は、大きく変化しています。この多様化・複雑化す

る環境変化に対応し、三重の子どもたちの輝く未来づくりを進めていくために

は、学校、家庭だけでなく、地域社会全体がこれまで以上に教育に携わってい

くことが重要です。 

 地域社会全体での教育への取組、すなわち、県民総参加の教育をより一層進

めていくために、三重の教育の今後の方向性を以下のとおり、「三重の教育宣

言」として掲げ、「三重県教育ビジョン（仮称）」の基本理念とします。 

  「三重の教育宣言」における、「私たち」とは、学校、家庭、地域を含んだ

県民全体を示しています。教育ビジョンでは、「三重の教育宣言」を、「私たち」

全員の宣言として位置づけることで、県民一人一人が、それぞれの役割や立場

に応じて、主体的に三重の教育に関わっていくとの決意を表しています。 

 

三重の教育宣言 

～子どもたちの輝く未来づくりに向けて～ 

 

私たちは、すべての子どもたちの輝く未来づくりに向けて、子ども

たちに「自立する力」、「共に生きる力」、「創造する力」を育み、その

大いなる可能性を引き出します。 

そのため、子どもたちを信じ、県民総参加で三重の教育に取り組む

ことを宣言します。 

１ 子どもたち一人一人の個性を伸ばし、確かな学力と健やかな体を

育みます 

２ 子どもたちに三重を愛する心や、自らを律し、人を思いやる心な

ど豊かな心を育みます 

３ 子どもたちがグローバルな視野を持って夢に挑戦する力を育み

ます 

４ 子どもたちが安全で安心して学ぶことのできる教育環境を創り

ます  

５ 家庭や地域と共に開かれた学校づくりを進めます 

６ 教職員がやりがいを持って子どもたちと向き合える環境を創り

ます 
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第２章 重点取組方針 

１ 重点取組方針の考え方 

 三重の教育を取り巻く課題は多岐にわたっています。子どもたちの輝く未来づ

くりに向けて、子どもたちの可能性を引き出すために優先度の高い課題や、10

年先を見据え、いま手を打っておくべき課題を「重点取組方針」として掲げ、計

画期間中に特に注力して取り組んでいきます。 

 「重点取組方針」は、第４章で位置づけている「施策」の取組を横断的、ある

いは深化させる形で再編成することで、課題に対して効果的な取組としていきま

す。（具体的な内容は、今後お示しします。） 

 

２ 計画期間中に特に注力する課題 

（１）学力の向上 

本県の全国学力・学習状況調査の結果は、全国平均よりも低い状況にあり、

子どもたちの学力の定着や向上が課題となっています。また、変化の激しい

時代にあって、自ら課題を発見し、その解決に向けて主体的・協働的に探究

する力や、成果を表現し実践に生かしていける力を、子どもたちに育むこと

が求められています。 
 

（２）体力の向上と学校スポーツの推進 

平成 30年度に、本県を中心とした東海ブロックで全国高等学校総合体育大

会を開催することや、平成 32年には東京オリンピック・パラリンピック、平

成 33年には三重県で国民体育大会・全国障害者スポーツ大会の開催が予定さ

れていることなどから、子どもたちの体力の向上に取り組むとともに、学校

スポーツの推進を図る必要があります。 

 

（３）グローカル人材2の育成 

グローバル化が進む中、世界にあっても、地域にあっても、グローバルな

視野を持つことや郷土の魅力を知ることが求められています。また、小学３

年生からの外国語活動の導入が検討されるなど、英語教育の強化が求められ

ています。 
 
 

                                                   
2 グローカル人材：グローカルとは、グローバル（地球的）とローカル（地域的）を組み合わせ

た造語。グローカル人材とは、「地球的な視野で考えながら、自分の地域で活動できる人材」、「地

域や異文化に対する深い理解を持ちながら、地球的な規模で活動できる人材」の意味で用いてい

ます。 
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（４）特別支援教育の推進 

発達障がいを含む、特別な支援を必要とする子どもたちが増加傾向にあり、

障がいのある子どもたちと障がいのない子どもたちが、可能な限り同じ場で

ともに学ぶ「インクルーシブ教育システム」を構築することが求められてい

ます。 
 

（５）誰もが安心できる学び場づくり 

地震や風水害などの自然災害の発生が危惧されています。また、いじめ問

題、貧困の連鎖などの課題を踏まえ、子どもたちが安心して学習できる環境

を整える必要があります。 
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第３章 基本施策 

基本理念「三重の教育宣言」を具体的に展開するために、次の６つの「基本施策」

を推進します。 

１ 確かな学力と社会への参画力の育成 

子どもたちが将来社会に出たときに、自ら未来を切り開き、他者と協力しな

がら、社会を生き抜いていけるよう、子どもたちの確かな学力と社会への参画

力の育成が求められています。 

そのため、「学力の育成」、「特別支援教育の推進」、「外国人児童生徒教育の

充実」、「グローバル人材の育成」、「キャリア教育の充実」、「情報教育の推進と

ＩＣＴの活用」、「幼児教育の充実」の各施策に取り組みます。 

 

２ 豊かな心の育成 

他者とのつながりや社会、自然環境、郷土との関わり合いの中で、豊かな心

をもった子どもたちが育つことが求められています。 

そのため、「人権教育の推進」、「道徳教育の推進」、「郷土教育の推進」、「環

境教育の推進」、「文化芸術活動・読書活動の推進」の各施策に取り組みます。 

 

３ 健やかな体の育成 

子どもたちが生涯にわたって、たくましく生きるために、生活習慣や運動習

慣を確立し、体力をつけるなど、健やかな体を育成する必要があります。 

そのため、「健康教育の推進」、「食育の推進」、「体力の向上と運動部活動の

活性化」の各施策に取り組みます。 

 

４ 安全で安心な教育環境づくり 

自然災害、通学時における事件・事故の発生など、子どもたちの安全・安心

が脅かされる事案への懸念が高まっています。また、学校でのいじめや暴力、

不登校や中途退学、教育的に不利な環境にある子どもたちへの支援など、安

全・安心にかかる諸課題への対応も求められています。 

そのため、「防災教育・防災対策の推進」、「子どもたちの安全・安心の確保」、

「いじめや暴力のない学校づくり」、「居心地の良い集団づくり（不登校児童生

徒への支援）」、「高校生の学びの継続（中途退学への対応）」、「学びのセーフテ

ィネットの構築」の各施策に取り組みます。 
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５ 信頼される学校づくり 

社会情勢の変化等に伴い、学校や教職員に対する期待やニーズが増加・多様

化しており、信頼される学校をつくることが求められています。 

そのため、「教職員の資質向上とコンプライアンスの推進」、「教職員が働き

やすい環境づくり」、「学校の特色化・魅力化」、「開かれた学校づくり」、「学校

施設の充実」の各施策に取り組みます。 

 

６ 多様な主体による教育の推進と文化財の保護 

多様化・複雑化する教育ニーズに対応するため、学校と家庭、地域それぞれ

がより一層連携を深め、県民総参加で教育に取り組んでいく必要があります。 

そのため、「家庭の教育力の向上」、「社会教育の推進と地域の教育力の向上」、

「文化財の保存・継承・活用」の各施策に取り組みます。 
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第４章 施策 

６つの「基本施策」を具体的に展開するため、２９の「施策」により、取組を

進めます。（※施策の取組内容及び数値目標は、今後お示しします。） 

施策体系 

基本施策 施策 

１ 確かな学力と社会への参画力

の育成 

（１）学力の育成 

（２）特別支援教育の推進 

（３）外国人児童生徒教育の充実 

（４）グローバル人材の育成 

（５）キャリア教育の充実 

（６）情報教育の推進とＩＣＴの活用 

（７）幼児教育の充実 

２ 豊かな心の育成 

（１）人権教育の推進 

（２）道徳教育の推進 

（３）郷土教育の推進 

（４）環境教育の推進 

（５）文化芸術活動･読書活動の推進 

３ 健やかな体の育成 

（１）健康教育の推進 

（２）食育の推進 

（３）体力の向上と運動部活動の活性化 

４ 安全で安心な教育環境づくり 

（１）防災教育・防災対策の推進 

（２）子どもたちの安全・安心の確保 

（３）いじめや暴力のない学校づくり 

（４）居心地の良い集団づくり（不登校児童生徒への支援） 

（５）高校生の学びの継続（中途退学への対応） 

（６）学びのセーフティネットの構築 

５ 信頼される学校づくり 

（１）教職員の資質向上とコンプライアンスの推進 

（２）教職員が働きやすい環境づくり 

（３）学校の特色化・魅力化 

（４）開かれた学校づくり 

（５）学校施設の充実 

６ 多様な主体による教育の推進

と文化財の保護 

（１）家庭の教育力の向上 

（２）社会教育の推進と地域の教育力の向上 

（３）文化財の保存･継承・活用 
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第５章 ビジョンの実現に向けて 

１ 教育ビジョンの周知 

 三重の教育は、学校・家庭・地域が一体となった、県民総参加で進めていく

必要があります。教育ビジョンの理念や施策については、子どもたちや保護者、

教育関係者、企業、地域住民などの理解と協力を得ながら、着実に進めていき

ます。 

そのため、県民に対する教育ビジョンの周知活動をリーフレットやホームペ

ージなどを活用しながら、推進します。 

 

２ 教育ビジョンの進行管理 

 教育ビジョンの的確な進行管理にあたっては、毎年、数値目標の達成状況や

取組の進捗状況に基づく自己評価結果を、県議会をはじめ、総合教育会議、三

重県教育改革推進会議など関係会議等に報告するとともに、ホームページでも

公表します。 

また、会議等での意見を踏まえて取組の改善を行い、次年度以降の施策展開

に生かすなど、ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクルに基づく進行管

理を行います。 


